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政務活動費について「領収書等を議会のホームページ公開」「後払い制にする」の 

2 件の署名にご協力ありがとうございました！ 

皆さんの貴重なご署名と共に 9 月 19 日の本会議に陳情しました。 

まことに残念ですが 2 件とも不採択になりました。 

陳情内容 ご署名数 本会議採決★詳細下記 審議委員会 

陳情 111 号、ホームページ公開 3299 名 賛成６ 反対２２ 広聴広報委員会 

陳情 112 号、後払い制にする 3231 名 賛成３ 反対２５ 総務常任委員会 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 
 

 

 

 

このように誠に残念ながら賛成少数ということで否決（不採択）という結果になってしまいま

した。「ホームページへの公開」にかんしては神奈川県内１９市の中５市がすでに行っています。

（茅ヶ崎市・藤沢市・南足柄市・大和市・横須賀市）南足柄市が公開したのは 5 年も前のことで

す。小田原市では今回の不採択でいつ導入されるのでしょうか。政務活動費は税金です。議員は

それを何に使ったかを市民がいつでもどこでも見ることができるように議会のホームページに

公開する義務があると思います。 

また、日本全国で色々な政務活動費の不正使用が報道されていますが、その不正が行われにく

くする「後払い制」も導入されるべきだと考えます。小田原市議会議員の議員報酬は約 817 万

円です。これ以外に 78 万円の政務活動費です。先払いでないと活動できない額でしょうか。 

 

平成３１年に市議会議員選挙があります。ぜひ言っていることと行っていることが

矛盾している人ではなく、市民感覚をしっかり持った言行一致の方を議員に選びたいものです。

議員は市民が選ぶものなので、議会は変えられるはずです。ぜひこれからも議員の言動

や行動を注視し、議員同士の仲間意識に負けてしまう人ではなく、私たち市民の意見をしっかり

汲み取っていただける人を選びたいと思います。私たちの会でも粘り強く議会に働きかけて行き

たいと思っています。 



 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

元南足柄市議会議長の大川憲司氏にお聞きしました！ 

Q： 南足柄市議会が政務活動費の領収書等を議会のホームページで公開す

る事を決めた時の議長をやっていらっしゃいましたが、どうしてそのよ

うに決めたのでしょうか。 

 

A： 政務活動費は税金です。その使い道を市民に公開するのは当たり前の

ことです。余ったら返す。足りなかったら歳費から出す。それは常識的

に考えれば分かることです。 

 
 本当にそうですよね！ 

そのような考え方をする

方に議員になっていただ

きたいです 

 

 

兵庫県議会は３日、２０１６年４月～今年３月に支給された政務活動費の収支報告書を公開し

た。総額４億６３５０万円のうち１億６１１６万円が返還され、返還率は過去最高の３４・８％

になった。支給対象の県議は８７人（１人は期間中に死亡）で、４人は１円も使わなかったと

報告した。 

 返還率は制度開始の０１年度（１２年度まで政務調査費）以降、１３年度までは２０％未満

だったが、元県議＝詐欺罪などで有罪確定＝の不正支出が発覚。１４年度は約２３％、１５年

度は約３４％となり、今回で３年連続の増加となった。 

 政活費はいったん会派に支給され、各県議は領収書に基づいて精算し、月４５万円を上限に

会派から受け取る。支出がなかったのは会派別に維新の会２人、自民と無所属が各１人の計４

人。維新県議の一人は「必要な政務活動の費用は議員報酬から捻出している」と説明した。 

 全国市民オンブズマン連絡会議事務局長の新海聡弁護士は「政活費は地方議員の全員が有意

義に使えるものではない、ということではないか。過去に支出があったのに、今回ゼロになっ

た議員は理由を説明すべきだろう」と話す。 

 政務活動費をめぐっては、朝日新聞社が４７都道府県議会の２０１４年度分の返還率を調査

したところ、返還率は９・３％で、徳島が３４・４％で最高だった。（島脇健史） 

 

2017.7.3 
朝日新聞記者 島脇健史記者 
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